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要約  

本稿では、特許庁が 2002 年度に実施した承認統計である『知的財産活動調査』の個票データを

利用して、日本の製造業における片務的ライセンスおよび双務的ライセンス（クロスライセンス

およびパテントプール）の決定要因を定量的に分析した。分析結果によれば、(i)従業員規模が大

きい、すなわち特許以外の補完的資産の豊富な企業ほど、他社にライセンスする特許件数が少な

くなる傾向にあった。また、 (ii)特許侵害への警告件数が多い、または製品化に必要となる関連

特許の技術分野が広い産業で、クロスライセンスやパテントプール契約の対象となる特許件数が

増加するという結果を得た。 (ii)の結果は、「特許の藪」 (patent thicket)の議論と整合的である。

すなわち、特許権の保護範囲が抵触しやすい、あるいは特許が企業間で分散して所有されやすい

産業で双務的ライセンス活動が活発になるのである。  
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†  本稿の作成にあたり、特許庁より『知的財産活動調査』の個票データの利用を許可して頂いた。
とくに間中耕治氏 (特許庁技術調査課 )にはデータの利用に当たって数多くの有益なご助言を賜
った。知的財産研究所における「特許統計データの経済学的分析に関する調査研究」委員会では、

後藤晃委員長並びに参加者各位より数多くの有益なコメントを頂戴した。2004 年度日本経済学
会秋季大会（岡山大学）では討論者である中泉拓也氏（関東学院大学）より貴重なコメントを頂

戴した。さらに、本研究を進めるにあたって文部科学省 21 世紀COEプログラム（現代経済シス
テムの規範的評価と社会的選択）より研究助成を受けた。これらすべての方々にこの場を借りて

心から感謝を申し上げたい。ただし、なお残されたであろう誤りはすべて筆者の責任である。  
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１ . はじめに  

企業の特許管理、とりわけライセンス戦略のあり方は、日本や欧米諸国でプ

ロパテントの動きが強まるにつれて、急速にその重要性を増しつつある。した

がって、特許ライセンスの決定要因を明らかにすることは、知的財産戦略やそ

れを補完する諸制度のあり方を検討するうえで重要な知見を与えてくれるはず

である。しかし、理論研究の膨大さと比較して、ライセンス契約の実態に関す

る実証研究、とくに日本国内の技術取引に関する実証研究はきわめて少ないの

が実状である。  

本稿では、特許庁が 2002 年度に実施した承認統計である『知的財産活動調査』

の個票データを利用して、日本の製造業 1444 社における片務的ライセンス

（unilateral license）、および双務的ライセンス（multilateral license）の決定要因

を定量的に分析する 1。ここで片務的ライセンスとは、ライセンサーからライセ

ンシーへの一方向のみの技術取引契約をさす。また双務的ライセンスとは、ク

ロスライセンスやパテントプールなど、双方向で技術取引契約が行なわれるこ

とをさす。  

われわれは、これまで理論研究でその重要性が幾度も指摘されてきた「補完

的資産」（complementary asset）および「特許の藪」（patent thicket）の 2 つの要

因が、特許ライセンスの契約形態に如何なる影響を与えているかという点に注

目する。これら要因が特許ライセンスに与えた影響を、日本企業の国内技術取

引に即して実証的に明らかにしようとする点に本稿の新規性がある。  

補完的資産とは、企業の保有する技術を商業化する際に必要となる設備や機

械、販売網などを指す。補完的資産の豊富な企業は、新技術の迅速な市場化や

新規投資費用、技術取引費用の節約、あるいは技術の秘匿化によるスピルオーバ

ー効果の内部化という利点を享受できる（Teece 1986）。したがって、補完的資産

に恵まれた企業は事業の独占的実施を志向することになるので、競業者への片

務的ライセンスのインセンティブはそれだけ弱くなると予想できる。  

一方、製品化に必要不可欠な補完的技術が多数の企業によって分散して特許

                                            
1  本稿で利用する『知的財産活動調査』のメリットとして、①未上場中小企業のデータが豊富に
含まれること、②ライセンスの契約形態の内訳、たとえば片務的ライセンスやクロスライセンス、

パテントプールに関わる特許件数のデータが含まれていることが挙げられる。とくにクロスライ

センスやパテントプールについては既存の統計ではほとんどカバーされておらず、『知的財産活

動調査』が日本で唯一の公的統計となっている。『知的財産活動調査』の詳細については知的財

産研究所 (2004)を参照されたい。また本稿と同じ個票データを用いた予備的考察として大西・岡
田  (2004)も参照されたい。  
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化されている場合には、企業間で相互にライセンスを行なわないかぎり当該製

品の事業化は難しくなる 2。このような状況を「特許の藪」と呼ぶことがある

（Shapiro 2001）。半導体やフラットパネル・ディスプレイのように製品化に関連

する技術分野が多岐にわたるようになると、必須特許が企業間で分散して所有

されやすくなる。また商業化・製品化にあたって他社の特許権に抵触する危険

が高まるために特許係争も増えるであろう。このような状況のもとで特許ライ

センス契約を結ぶ場合には、個々の特許について有償でライセンス契約を結ぶ

よりも、双務的ライセンスによって一括してライセンスをする方が取引コスト

の節約になる（Grindley and Teece 1997）。あるいは個々の特許ライセンスにとも

なうロイヤリティが積みあがることによって製品価格が上昇するためにすべて

の企業の利潤が低下してしまう状況を、双務的ライセンスによって回避するこ

とも可能である（Shapiro 2001）。したがって、特許の藪の問題が深刻な事業分野

では双務的ライセンスのインセンティブが高くなると予想できる。  

特許件数は非負となる整数である。本稿では、件数データの推計によく用い

られる負の二項モデル（negative binomial model）を利用して、片務的ライセン

ス・クロスライセンス・パテントプールの契約に含まれる特許件数の決定要因

を分析した。補完的資産の代理変数として研究開発従事者を除いた従業員数を、

また特許の藪の深刻度を測る代理変数として特許侵害への警告件数を利用した。

またハーフィンダール指数によって出願特許の技術分野の多様性の程度を指数

化した値も説明変数として利用した。  

本稿で得られた結論は以下の通りである。多くの先行研究の結論とは異なり、

従業員規模が大きい、すなわち特許以外の補完的資産の豊富な企業ほど、他社

にライセンスする特許件数が少なくなる傾向にあった。また、特許侵害への警

告件数が多い、または製品化に必要となる関連特許の技術分野が広い産業で、

クロスライセンスやパテントプールの契約の対象となる特許件数が増加すると

いう結果を得た。後者の結果は、特許の藪の議論と整合的である。すなわち、

特許権の保護範囲が抵触しやすい、あるいは特許が企業間で分散して所有され

やすい産業で双務的ライセンス活動が活発になるのである。  

本稿の構成は以下の通りである。２節で先行研究を概観する。３節で作業仮

                                            
2  代表的なものは半導体や液晶ディスプレイにかかわる技術である。たとえば半導体製造に必要
な特許は数千件以上になるという（Grindley and Teece 1997）。また、液晶ディスプレイに関連す
る特許は国内だけで約 4 万件にものぼる（大西  2003）。  
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説を提示する。４節では、『知的財産活動調査』の概要と推計対象企業のサンプ

リングについて説明する。５節では推計方法を、また６節では推計に用いる諸

変数の構成について述べる。７節に推計結果を示す。８節で結論と残された課

題を述べる。  

 

 

２．先行研究  

特許ライセンスのインセンティブは企業間の戦略的要素に影響を受ける余地

が大きいため、ゲーム論を応用した理論研究が数多く行なわれきた 3。実証的な

視点を意識した理論分析としてはArora and Fosfuri (2003)が示唆に富む。彼らは、

マーケットシェアの大きい企業ほど新規参入によるレント消散効果（ rent 

dissipation effect）が大きくなるので、特許ライセンスに消極的になると主張す

る。一方、双務的ライセンスに注目した分析では、クロスライセンスが企業間

共謀の手段として機能する可能性を理論的に提示したEswaran (1994)、共同研究

を行なう上でクロスライセンス契約とジョイント・ベンチャーのどちらが優れ

ているかを理論的に分析したMorasch (1995)や  Pastor and Sandonis (2002)などが

ある。またパテントプールの理論分析としてLerner and Tirole (2002)、長岡(2002)

がある。  

これら理論的研究の豊富さと比較して、マイクロデータを利用したライセンス

契約の実証研究はごく少数に留まる。Arora and Ceccagnoli (2004)は、本稿と比較

しうる比較的大規模なサンプルを用いて補完的資産と片務的ライセンスの関係

を実証したほぼ唯一の研究である。彼らは、いわゆるカーネギーメロンサーベ

イのデータを用いて、補完的資産の豊富な企業ほど片務的ライセンスに消極的

であることを示した 4。また、Kollmer and Dowling (2004)も、サーベイデータを

用いた医薬品産業の分析により、補完的資産の豊富な企業ほど片務的ライセン

                                            
3  Katz and Shapiro (1985) 、Gallini (1984)やGallni and Winter (1985)らによる先駆的研究をはじめ、
製品市場の競争を緩和する手段として特許ライセンスが利用される可能性を示唆したRockett 
(1990)、さらに技術の累積性が特許ライセンスのインセンティブに与える影響を分析した
Scotchmer (1991)やGreen and Scotchmer (1995)などがある。特許ライセンシングに関する最近の理
論研究をサーベイしたものとして、Gallini and Scotchmer (2002)、Scotchmer (2004)を参照された
い。  
4  彼らは補完的資産の程度を、製造・販売現場と研究開発部門の交流頻度に関する回答項目によ
って直接に測っている。なお、カーネギーメロンサーベイの詳細についてはCohen et al. (2000)
を参照されたい。  
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スを行なうインセンティブが低いと述べている。  

従業員数などの企業規模と片務的ライセンス件数の関係について分析したも

のに、Fosfuri (2004)と Nagaoka and Kwon (2003)がある。Fosufuri (2004)は、日米

欧およびカナダの売上高 10 億ドル以上の主要化学メーカー153 社のデータを利

用して、企業規模が大きいほどライセンス件数が増加するという結果を得てい

る。その理由として、企業規模が大きいほどライセンス時の交渉力が高くなる、

あるいは技術的な優位性が高くなるからだと指摘している。また Nagaoka and 

Kwon (2003)は、日本の製造業 268 社の『有価証券報告書』の技術取引に関する

記載情報に依拠して、従業員数や研究開発費を保有特許件数の代理変数とみな

し、これらがライセンス件数と正の相関があることを見出している。  

クロスライセンスに関する実証研究は極めて少ない。唯一、綿密な実証分析

を行なっている先行研究として Anand and Khanna (2000)がある。彼らは、米国企

業をライセンスパートナーに含むライセンス契約に関する大規模なデータセッ

トを用いて、他のライセンス形態と比較し電気機械産業においてクロスライセ

ンスが有意に増加すると述べている。  

日本企業によるクロスライセンスの数少ない実証研究として Nagaoka and 

Kwon (2003)と和田・吉永  (1999)がある。Nagaoka and Kwon (2003)は、有価証券

報告書の記載情報に依拠して、電気機械産業においてクロスライセンスが多い

ことを見出している。また和田・吉永  (1999)は、『外国技術導入の動向分析』(科

学技術政策研究所)の電気機械産業のライセンス契約件数のデータを利用して、

海外からの技術導入契約の際に、被引用件数の多い米国特許ほど、技術導入契

約の際にクロスライセンス契約が結ばれる可能性が高いと示唆している。ただ

し統計的に有意な結果は得られていない。  

 

 

３．仮説の設定  

これまで指摘してきたように、補完的資産の豊富な企業では、新技術の迅速

な市場化、新規投資費用や技術取引費用の節約、あるいは技術の秘匿化による

スピルオーバー効果の内部化という利点を享受できる。したがって、補完的資

産に恵まれた企業では、事業の独占的実施を志向することになるので、競業者

への片務的ライセンスのインセンティブはそれだけ弱くなると予想できる。そ

こで、まず以下の仮説を検証する。  
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仮説 1：補完的資産の豊富な企業ほど特許を自ら実施する可能性が高いので、片

務的にライセンスする特許件数は減少する。  

本稿では、補完的資産の代理変数として研究開発従事者を除いた従業員数を用

いることとする。しかし、従業員規模が不十分な指標であることは否めないの

で、推計結果の解釈に注意が必要である。ただし、先行研究と比較可能である

というメリットを考慮して、本稿でも従業員規模を補完的資産の代理変数とみ

なすこととしたい 5。  

つぎに、製品化に必要不可欠な特許が企業間で分散所有される傾向がある産

業では、双方向のライセンスを行なわないかぎり、どの企業も当該製品の事業

化ができなくなってしまう。このとき、個々の特許ごとに有償でライセンス契

約を結ぶよりも、クロスライセンスやパテントプールによる包括的なライセン

ス契約を結ぶ方が、ライセンサー・ライセンシーともに望ましくなるだろう。

また包括的なライセンス契約は取引コストを削減する効果をも持つかもしれな

い。そこで以下の仮説を検証する。  

仮説 2：特許侵害の警告件数が多い、あるいは製品化に関与する特許の技術分野

が広い産業では、クロスライセンスやパテントプール契約の対象となる特許件

数が増加する。  

特許の藪が深刻な産業では、特許侵害の警告件数は増えるであろう。また、製

品化に必要不可欠な特許が企業間で分散所有される傾向がある産業では、製品

化に関与する特許の技術分野が広いといえるかもしれない。本稿では、これら

の指標を特許の藪の深刻度を示す代理変数とみなすこととしたい。  

特許の藪が深刻な状況によって、補完的資産の規模（従業員数）と双務的ラ

イセンス件数との正の相関が強くなる可能性がある。補完的資産の豊富な企業

ほど、特許係争に伴う差止め請求や損害賠償請求など、ホールドアップにとも

なう損失が大きくなるからである 6。このような状況がしばしば見られるのが電

                                            
5  企業規模とライセンス件数の関係について、先行する実証研究では頑健なファクトファインデ
ィングがなされているとはいいがたい。たとえば、Arora and Ceccagnoli （2004）やKollmer and 
Dowling (2004)では、従業員規模はライセンス件数にマイナスの影響を与えている。一方、Fosfuri 
(2004)やNagaoka and Kwon (2003)では、企業規模はライセンス件数にプラスの影響を与えている
という。  
6  同じ事業分野に属する製造企業同士のライセンス交渉ならば、相手企業に必要不可欠な特許を
あらかじめ取得することによってホールドアップの危険を回避できる。しかし、生産を行ってい
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気機械器具産業であり、また、物質特許制度によって特許の藪によるホールド

アップが生じにくいと思われてきたのが医薬品産業である 7。そこで以下の仮説

を合わせて検証する。  

仮説 3：電気機械器具産業では、補完的資産の豊富な企業ほどクロスライセンス

やパテントプールの対象となる特許件数が増加する。一方、医薬品産業では、

補完的資産の豊富な企業ほどクロスライセンスやパテントプールの対象となる

特許件数が減少する。  

 

 

４ .『知的財産活動調査』の概要と推計対象企業のサンプリング  

（１）『知的財産活動調査』の概要  

本稿が使用したデータは特許庁が行なった承認統計である『知的財産活動調

査』である。われわれの利用した2002年度調査では、2000年度に出願実績のあ

る個人・法人・公的機関が調査対象となっている。このうち特許3件以上、実用

新案2件以上、意匠4件以上、商標3件以上の出願があるものは全数調査であり、

上記以外で2000年の出願実績があるものは1/100の抽出調査となっている。調査

票を送付した16093件のうち6616件から回答があった。回収率は41.4％である。  

 

（２）推計対象企業のサンプリング  

今回用いた初回調査のデータには、論理的に矛盾した回答や空欄・無回答の

項目が多数含まれていた。とくに深刻な点として、ライセンス件数が真に未実

施の企業と回答拒否による無記入企業とが厳密に区別できないことがある。そ

こで、回答内容のロジックチェックによるデータサンプリングを行なった。  

まず製造業に属する全ての回答企業2942社のうち、売上高、研究費、従業員

数、研究従事者数、特許保有件数、特許自社実施件数のデータがひとつでも欠

落している企業（1370社）を除外した。次に企業の個別名称から判断して、連

                                                                                                                              
ない研究開発専業メーカーが交渉相手である場合には有効ではない。そもそも研究開発専業メー

カーは片務的ライセンスによるロイヤリティ収入を目指して、差止めや損害賠償を求めてくるか

もしれないからである。  
7  ただし、近年のバイオテクノロジーの発展は、医薬品産業におけるライセンスでも同様の危
険が高まっているといえるかもしれない。Heller and Eisenberg (1998)、知的財産研究所  (2003)
を参照されたい。  
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結決算に基づいた回答あるいは記入すべき桁数の誤記入によって1人当たり売

上高が過大となっている企業（1人当たり売上高10億円以上）4社を異常値とし

てサンプルから除いた。また営業利益が売上高を上回る企業10社、研究関係従

事者数が従業員数より多い企業3社、さらに研究費がマイナスになっている企業

1社は、明らかに誤記入と判断できるので除いた。  

 つぎに、ライセンスに関する回答項目について以下のようなスクリーニング

を行なった。まずライセンス収入額を回答しているのにライセンス件数は未回

答の企業 20 社をサンプルから除いた。また、クロスライセンスあるいはパテン

トプールの受入件数欄に記入があるのに供与件数欄が未記入となっている企業

39 社をサンプルから除外した。最後に、ライセンス総件数とライセンス契約形

態の内訳件数の合計が一致しない企業が数多く見られたため、両者の間に 10 件

以上の開きがある企業 51 社をデータセットから除いた 8。  

以上のスクリーニングの結果 1444 社がデータセットとして残った。なお、こ

れらデータ・スクリーニングによる主な項目の基本統計量の違いをみたのが表 1

および表 2 である。表 1 では産業別企業数、表 2 では売上高、従業員数、研究

開発費、特許保有件数、特許ライセンス件数を比較している。表 1 をみると、

食品、繊維、印刷業でややサンプル企業数の減少度が大きいが、そのほかの産

業ではおおむね減少度が 40%～60%となっている。産業別回答企業数が比較的少

ない産業は、印刷業（9 社）と石油製品・石炭製品工業（13 社）である 9。表 2

をみると、国内特許保有件数とクロスライセンス件数の差が 10 パーセント水準

で有意に異なっているものの、それ以外では統計的に有意な差はみられなかっ

た 10。  

 

 

５．推計方法  

特許ライセンス件数は非負となる整数である。このような件数データの推計

によく用いられるものにポワソン・モデル（Poisson model）と負の二項モデルが

                                            
8  なお、両者が一致しない企業 251 社をすべて除いたデータセット（1296 社）による推計も試
みたが、以下で紹介する推計結果との差異はほとんど認められなかった。  
9  ただし、印刷業 9 社と石油製品・石炭製品工業 13 社を除いた 1422 社によるデータセットを
用いて同様の推計を行なったが、以下で述べる推計結果とほとんど違いは見られなかった。  
10  なお、従業員数、特許保有件数などのデータが欠如したサンプルのみを除いた推計（1572 社）
でも同様の推計を試みたが、以下で説明する推計結果との違いはほとんど見られなかった。  
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ある。ポワソン・モデルでは、期待値であるポワソン分布のパラメーターを iλ と

おくと、ライセンス件数 は  iY

)exp()( βλ iii XYE ==  

と表わすことができる。ここで は補完的資産などを表わす説明変数、iX β はパ

ラメーターである。誤差項がポワソン分布に従うと仮定して最尤法によって推

定値を得るのがポワソン・モデルである。しかし、ポワソン分布を仮定した場

合、誤差項の平均と分散が等しいという強い仮定が必要となる。われわれの用

いる特許ライセンス件数については、次節で説明するデータセットの基本統計

量から明らかとなるように、分散が平均より大きくなる。したがってポワソン・

モデルを利用するとパラメーターの標準誤差を過小評価する可能性が高い。し

たがって、除外変数となる が存在し が平均 1、分散iu )exp( iu αのガンマ分布に従

うと仮定した負の二項モデルを推計に利用する（Cameron and Trivedi 1998）。す

なわち、  

)exp()( iiii uXYE +== βλ  

)exp( iu ～ ),/1(Gamma αα  

である。ここでαは過剰分散（overdispersion）の程度を表すパラメーターである。  

 

 

６．変数の構成  

（１）被説明変数  

本稿で用いる被説明変数は、片務的ライセンス・クロスライセンス・パテン

トプールの契約に含まれる特許件数である。ライセンスの実証分析では、契約

自体の件数やライセンス収入が用いられることも多いが、ライセンスに関与し

た特許件数は、契約件数だけではとらえることのできないライセンス契約自体

の規模をあらわしているといえよう。  

『知的財産活動調査』では、特許のライセンスアウトについて有償ライセン

ス、クロスライセンス、およびパテントプールの 3 つの契約形態に含まれる特

許件数について質問している。それぞれ国内権利と国外権利とを分けて質問し

ているが、本稿では国内権利のみを推計に用いた。その理由は、国外権利には

国内権利とほぼ同様の内容の特許が含まれている可能性があるため、両方を合
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算すると同一の特許をダブルカウントしてしまう危険が高いからである。なお、

パテントプールは他の 2つのライセンス形態と比べて極端に契約件数が少ない。

したがって推計では、クロスライセンスとパテントプールの各々で対象となっ

た特許件数を足し合わせたものを被説明変数とした。  

 

（２）説明変数  

従業員数  

補完的資産とは、企業の保有する技術を商業化する際に必要となる設備や機

械、販売網などを指す。本稿では、すでに述べたように、補完的資産の代理変

数として研究開発従事者を除いた従業員数を用いた。補完的資産は、研究開発

によって獲得した成果を製品化する場合に必要となるものである。そのような

資産に研究従事者数は含まれないとみなすこととして、研究従事者数を全従業

員数から除くこととした 11。ただし総従業員数を用いた推計も行なった。  

 

特許侵害警告件数  

特許の藪の深刻度を測る指標として、特許侵害への警告件数を産業別にカウ

ントした 12。『知的財産活動調査』では、自社特許の侵害に対し他社に警告を行

なった件数を質問している。警告件数の定義は、侵害企業への警告状の送付だ

けでなく何らかの直接的な接触があった件数となっている。本稿では国内権利

に焦点を当てているため、国内企業が国内企業に対して行なった警告件数のみ

を用いている。  

特許の藪が深刻な産業では、商業化・製品化にあたって他社の特許権を侵害

してしまう可能性が高まる。たとえば、半導体分野などでは関連する特許だけ

でも数千に及び、製造工程に関わる特許が多いことから実際に特許侵害の事実

を事前に察知するのは容易なことではない。また、侵害しているか判別がつか

ないグレーゾーンに入る特許も多数存在するように思われる。したがって、特

許の藪が深刻な産業では意図しない特許侵害が増えるために警告件数は増加す

                                            
11  本来、補完的資産には製造や販売に関わる資産だけでなく、研究開発に関わる資産も含まれ
る。しかし、本稿で問題となる資産は前者に関わる補完的資産である。本稿では、後者の資産の

効果は保有特許件数で捕捉されているとみなす。  
12  ライセンス契約の増加が警告件数を減らすという逆の因果関係がある可能性も排除できない。
残念ながら、今回用いたデータはクロスセクションデータであるため、ラグ付変数などの有効な

操作件数を見出すことができなかった。  
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ると予想できる。  

 

技術の多様性  

 製品化に関与する技術の多様性を表す指標として、産業別に出願された特許

がカバーする技術分野の数を利用する。『知的財産活動調査』では、2001 年度の

技術分野別出願件数の回答項目がある 13。この技術分野別の出願件数を産業毎に

集計しハーフィンダール指数を計算して、それを 1 から差し引くことによって

技術の多様性を表す指標とした。なお、以上の要領で作成した特許侵害警告件

数と技術の多様性の 2 つの説明変数の交差項も説明変数として利用した。  

 

自社未実施特許比率  

自社製品に用いられていない特許（未実施特許）を多く保有する企業は、特

許の有効活用の観点から特許ライセンスに積極的になると考えられる。あるい

は、未実施特許を数多く保有することによって、クロスライセンス交渉を有利

に進めることが可能となるかもしれない。未実施特許の中には交渉相手にとっ

て必須の特許が含まれるかもしれないからである 14。そこで、未実施特許が自社

保有特許に占める割合を説明変数に加えることとする。『知的財産活動調査』で

は、保有特許のうち何件の特許が自社で実施をされているかについての回答項

目がある。本稿では、保有特許数から実施特許件数を差し引いて自社未実施特

許件数を求め、これを保有特許件数で除したものを自社未実施特許比率とした。 

 

保有特許件数  

 特許の価値にばらつきがあるとしても、保有特許件数が多くなれば、1 件あた

りの価値がそれによって減少しない限り、ライセンス契約を行なう蓋然性が高

まるであろう。このような規模効果をコントロールするために、『知的財産活動

調査』にある各企業の保有特許件数のうち、国内権利分を説明変数に加えるこ

                                            
13  技術分野が分かるのは、出願に関してのみである。技術分野の具体的内訳は、 (1)農水産・食
料品・タバコなど、 (2)医薬品・歯科用製剤・化粧品・遺伝子工学、 (3)金属加工・工作機械・車
両・船舶・ナノ技術など、 (4)無機化学・肥料・石油化学・電気化学など、 (5)繊維・繊維処理・
洗濯・紙、(6)土木・建築・住宅・鉱業など、(7)エンジン・工学一般・照明など、(8)測定・光学・
写真・原子核工学など、 (9)時計・制御・計算機・表示など、 (10)ビジネス方法、 (11)電気・電子
部品・半導体など、 (12)電子回路・通信技術である。  
14  半導体産業では、ライセンス時の交渉力を確保するために未利用特許出願が増加していると
指摘されている。詳しくはHall and Ziedonis (2001)を参照されたい。  
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ととした。  

 

 各変数の概要と基本統計量を示したものが表 3 である。契約対象となった特

許件数は、平均して片務的ライセンスで 2.22 件、クロスライセンスで 1.38 件、

パテントプールで 0.05 件と極めて小さい値である。これは、ライセンスを実施

していない企業がデータセットに多数含まれていることによる 15。また、いずれ

のライセンス契約においても分散が平均を大きく上回っているため、ポワソ

ン・モデルの推定では標準誤差に過小推定バイアスがかかる可能性がある。  

各変数の相関を示したのが表 4 である。従業員数と保有特許件数の相関係数

が 0.69~0.72 とやや高くなっている。従業員数と保有特許件数を説明変数に加え

た場合、多重共線性によって補完的資産の規模による効果と特許を含む知的財

産の規模による効果とを区別できない可能性がある。このような可能性を考慮

して、これら説明変数については対数化した数値を用いることとする 16。  

 

 

７．推計結果  

（１）片務的ライセンスの決定要因  

推計結果では、予想通り過剰分散テストにおいて平均＝分散という帰無仮説

が棄却されたので、以下では、負の二項モデルによる推計結果のみを報告する 17。

表 5 が片務的ライセンス契約の対象となった特許件数を被説明変数とした推計

結果である。(1)式は企業レベルの説明変数のみを加えた推計式、(2)～(5)式は産

業レベルで定義される変数を加えた推計式、また (6)式は産業ダミーを入れた推

計式である 18。  

                                            
15  推計対象企業のうち、片務的ライセンスを実施していない企業は全体の 80%、クロスライセ
ンスでは 88%、パテントプールでは 99%となっている。  
16  両変数を対数変換した場合の相関係数は 0.65～0.68 であり、若干ではあるが相関が低下した。 
17  件数データにおいて被説明変数にゼロが多数含まれる場合には、ゼロ強調ポワソン･モデル
（zero-inflated poisson model）あるいはゼロ強調負の二項モデル（zero-inflated negative binomial 
model）が推奨されることがある。定数項をインフレートしてゼロ強調負の二項モデルによって
推計した結果が付表 1～4 に示されている。ゼロ強調モデルと通常の負の二項モデルのどちらが
より望ましいかを選択する検定手法であるVuongテスト（Vuong 1989）によると、表 8 の (24)式
のみゼロ強調モデルが支持されるという結果を得た。積極的にゼロ強調モデルを支持する結果は

得られなかったので、以下では通常の負の二項モデルの推計結果についてのみ検討する。  
18  この他にライセンスに影響を与えているであろうと思われる変数としてマーケットシェア、
研究開発集約度、企業年齢、特許の専有可能性などが考えられる。しかし、別途にわれわれが推

計した結果では、いずれの変数についてもライセンス件数に有意な影響を与えていなかった。  
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まず補完的資産の代理変数である従業員数に関しては、  おおむね有意にマイ

ナスの係数値を得た。従業員数を補完的資産の代理変数とみなすことができれ

ば、これらの結果は仮説 1 と整合的である。すなわち補完的資産が豊富な企業

ほど片務的ライセンスの対象となる特許件数が減少するといえる。また Arora 

and Ceccagnoli (2004)や Kollmer and Dowling (2004)の結果とも整合的である。  

売上高を企業規模の代理変数とした Fosfuri (2004)や、従業員数を知的資産の

代理変数とみなした Nagaoka and Kwon (2003)では、これら企業規模変数が大き

くなるほど片務的ライセンス件数が増加するという、本稿とは逆の結果を得て

いる。本稿の推計では、①保有特許件数の規模（知的資産の規模）をコントロ

ールしていること、②きわめて小規模な企業もデータセットに含まれているこ

と、の 2 点の理由から、彼らとは異なる結果を得たのではないかと推測できる。  

特許侵害警告件数および技術の多様性ついては、クロス項を含めて係数値はす

べてマイナスであり、(3)式を除いて 1%水準で統計的に有意となっている。すな

わち、特許の藪が深刻な産業では、片務的ライセンスが実施されない傾向にあ

ることがわかる。  

 自社未実施特許比率の係数は、すべての推計式でプラスとなり 1%水準で有意

となった。すなわち、自社未実施特許比率が高いほど片務的ライセンスが行な

われることを示している。また、保有特許件数（対数値）についても係数がプ

ラスであり 1％水準で有意となっている。これは特許資産の多い企業ほど片務的

ライセンスを行なう傾向があることを示している。負の二項モデルでは対数化

した変数の係数値は弾性値を表すので、保有特許件数の 1%の増加は片務的ライ

センス契約の対象となる特許件数が 1～1.2%程度増えることを意味する。  

 

（２）クロスライセンス・パテントプールの決定要因  

表 6 は、クロスライセンスまたはパテントプールの契約対象となった特許件

数を被説明変数とした推計結果である。まずクロスライセンスに含まれる特許

件数を単独で被説明変数とした推計では、 (7)式が企業レベルの説明変数のみ加

えた推計式、(8)～(10)式が産業レベルの変数を加えた推計式、(11)式が産業ダミ

ーを入れた推計式である。また、(12)式・(13)式は、クロスライセンスとパテン

トプールに含まれる特許件数を合計したものを被説明変数とした推計式である。 

 従業員数については、表 6 の全ての推計式で有意な結果は得られなかった。

補完的資産が豊富な企業でクロスライセンスやパテントプールが減少するとは
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いえないようである。  

 特許侵害警告件数と技術の多様性については、クロス項も含め係数値はすべ

てプラスであり 1%水準で有意となっている。この結果は仮説 2と整合的である。

すなわち、特許の藪が深刻な産業ほどクロスライセンスが実施される傾向にあ

るといってよい。片務的ライセンスではこれら変数のパラメーターがマイナス

であったこととは対照的な結果である。  

自社未実施特許比率の係数はすべての推計式においてプラスとなり 1%水準で

有意であった。すなわち、自社未実施特許比率が高い企業ほどクロスライセン

スを行なう傾向にあることを示している。  

 産業ダミーを加えた(11)式、またクロスライセンスとパテントプール契約の

対象となった特許件数の合計を被説明変数とした(12)式と(13)式の推計結果は、

おおむね他の推計式の場合と同様であった。  

特許侵害警告件数や技術の多様性とクロスライセンス・パテントプールの特

許権数との正の相関は、特許の藪が問題となる半導体などの業種を多数含む電

気機械器具産業の影響を強く受けたための見かけ上の相関にすぎない可能性が

ある。その点を検証するために、電気機械器具産業に属する企業をデータセッ

トから除いて推計したのが表 7の(14)式～(20)式である。表 7に示されるように、

電気機械器具産業を除いても表 6 の推計結果とほとんど違いは生じなかった。

したがって、警告件数や技術の多様性は、クロスライセンス・パテントプール

による特許ライセンスにプラスの影響を与えていたといってよい。  

 

（３）電気機械器具産業と医薬品産業における特許ライセンス  

表 8 は、特許の藪の問題が深刻であると考えられる電気機械器具産業と、物

質特許が多いために特許の藪が生じにくいとみなされる医薬品産業に絞って、

同様の推計を行なった結果である。電気機械器具産業の推計では、(21)式は片務

的ライセンス、(22)式はクロスライセンス、(23)式はクロスライセンスとパテン

トプールについて、各々契約対象となった特許件数を被説明変数としたもので

ある。医薬品産業の推計では、(24)式が片務的ライセンス、(25)式がクロスライ

センスの、それぞれ契約対象となった特許件数を被説明変数としたものである 19。 

                                            
19  ただし、表 8 の (25)式では過剰分散の帰無仮説が棄却されず、ポアソンモデルが望ましいと
いう結果を得た。しかしパラメーターの推計値にはほとんど差異がみられなかったので負の二項

モデルによる推計結果のみをここでは示してある。なお、医薬品産業のパテントプールの実施件
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まず、(22)式および(23)式において従業員数のパラメーターはプラスであり 1%

水準で有意となった 20。逆に、 (25)式ではマイナスで有意な結果となっている。

これは仮説 3 と整合的な結果である。すなわち、特許の藪が深刻であると思わ

れる電気機械器具産業では、補完的資産の豊富な企業ほどクロスライセンスや

パテントプールの契約対象となる特許件数が増加し、一方、特許の藪によるホ

ールドアップが生じにくいと思われる医薬品産業では、補完的資産の豊富な企

業ほどクロスライセンスやパテントプールの対象となる特許件数が減少するの

である。  

 

 

８．おわりに  

本稿で得られた結果をまとめると以下の通りになる。第 1 に、従業員規模が

大きい、すなわち特許以外の補完的資産が豊富となる企業では、他社にライセ

ンスする特許件数が少なくなる傾向にあった。第 2 に、特許侵害への警告件数

が多い、または製品化に必要となる関連特許の技術分野が広い産業では、クロ

スライセンスやパテントプールの契約の対象となる特許件数が増加するという

結果を得た。これは特許の藪の議論と整合的である。すなわち、特許権の保護

範囲が抵触しやすい、あるいは特許が企業間で分散して所有されやすい産業で

双務的ライセンス活動が活発になるのである。第 3 に、特許の藪が深刻である

と思われる電気機械器具産業では、従業員規模と双務的ライセンスの間に正の

相関が見られた。これは、特許の藪が深刻な産業では、特許侵害によるホール

ドアップのリスクが高い大企業を中心にクロスライセンスやパテントプールが

活発に行われていることを示唆している。  

本稿に残された課題について触れておこう。まず従業員規模は補完的資産の

代理変数として不十分である可能性がある。補完的資産には、ブランド力や販

売網など従業員数の規模だけでは十分にとらえることのできない要素が含まれ

ているからである。また、データが単年度ベースであったために、本稿では同

時性の問題を十分に考慮していない。この点については、複数年にわたる『知

                                                                                                                              
数は、われわれのデータでは存在しなかった。  
20  ただし、付表 4 に見られるように、ゼロ強調負の二項モデルでは電気機械器具産業における
従業員数のパラメーターはプラスであるが有意とならなかった。したがって電気機械器具産業に

ついては、従業員数に関する推計結果の頑健性は確かであるとはいいがたい。  
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的財産活動調査』の個票データが利用可能となれば改善する余地もでてこよう。

今後の課題としたい。ただし、特許ライセンス市場の契約形態の決定要因とし

て、補完的資産や特許の藪の問題が重要であることは、本稿の分析によって十

分に確認できたように思う。  

 本稿の結論より得られる含意として以下の 2 点を述べておこう。第 1 に、片

務的ライセンスと双務的ライセンスの比較により、特許ライセンス市場の不完

全性の問題が浮かび上がる。本稿の推計によれば、特許を数多く持つ大企業で

は片務的ライセンスが不活発となる一方で、双務的ライセンスによって特許の

藪の状況を打破する余地があるという結果を得た。すなわち、双務的ライセン

スが行なわれない限り、特許ライセンス市場が十分に機能しなくなる可能性が

示唆されるのである。  

 第 2 に、特許保護は、研究開発に対する収益性を高め、研究開発インセンテ

ィブを高めるという側面もある。しかし、過度に保護範囲が広い特許（overbroad 

patent）を付与すると、権利関係が相互に抵触する危険を回避するためにクロス

ライセンスなど双務的ライセンスが行なわれる傾向が強くなるだろう。プロパ

テント政策によって特許の保護範囲が拡大する傾向が強まるなかで、それが特

許ライセンス市場に如何なる影響を与えているかを十分に見極める必要がある。

特許の保護範囲の拡大は、むしろ特許の円滑な移転を阻害するかもしれないの

である。  
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表１　産業別サンプル数の比較

全サンプル企業数
データ・クリーン･アップ
後のサンプル企業数

％

1 食品産業 337 87 0.26

2 繊維産業 123 32 0.26

3 パルプ･紙産業 42 24 0.57

4 印刷業 30 9 0.30

5 総合化学･化学繊維産業 97 57 0.59

6 油脂･塗料産業 49 26 0.53

7 医薬品産業 140 57 0.41

8 5～7以外の化学産業 192 85 0.44

9 石油製品･石炭製品産業 21 13 0.62

10 プラスチック製品産業 187 89 0.48

11 ゴム製品産業 45 25 0.56

12 窯業 97 48 0.49

13 鉄鋼業 36 19 0.53

14 非鉄金属産業 69 35 0.51

15 金属製品鉱業 171 90 0.53

16 機械産業 429 270 0.63

17 電気機械器具産業 346 188 0.54

18 通信･電子･電気計測器産業 193 92 0.48

19 自動車産業 140 93 0.66

20 19以外の輸送用機械産業 42 23 0.55

21 精密機械産業 156 82 0.53

全製造業 2942 1444 0.49



表２　主要データの平均値の比較

全サンプル
データ・クリーン･アップ
後のサンプル

ｔ 値 p 値

売上高（百万円）
68666.58 45145.19 1.34 0.18

(924927.77) (149299.05)

従業員数
822.15 768.29 0.76 0.45
(2918.77) (1778.87)

研究費（百万円）
2002.01 1660.92 1.06 0.29
(14430.65) (6903.31)

保有特許件数
201.67 133.99 2.07 0.04

*

(1661.88) (419.79)

特許の自社実施件数
60.09 55.76 0.52 0.60
(377.52) (172.03)

片務的ライセンス
3.32 1.38 1.29 0.20
(37.36) (9.51)

クロスライセンス
5.66 2.22 2.44 0.01

*

(94.30) (19.21)

パテントプール
0.11 0.04 1.16 0.25
(3.04) (0.73)

注1) 括弧内は標準偏差である。

注2) *有意水準10％、**有意水準5％、***有意水準1％



数

表３　基本統計量と変数の定義

変数名 定義 単位 サンプル 平均 標準偏差 最小値 最大値

片務的ライセンス
相手側特許の実施許諾を伴わないでライ
センスされた特許件数。

件数 1444 2.22 19.21 0 600

クロスライセンス
相互に実施許諾を行う契約でライセンスさ
れた特許件数。

件数 1444 1.38 9.51 0 183

パテントプール パテントプールで供与した特許件数 件数 1444 0.04 0.73 0 25

従業員数(研究従事者除く) 従業員数－研究従事者数 人数(対数) 1444 667.66 1571.57 0 34859

従業員数 従業員数 人数(対数) 1444 768.29 1778.87 2 36559

自社未実施特許比率
(保有特許件数－自社実施特許件数) / 保
有特許件数

― 1444 0.37 0.30 0 0.980

保有特許件数 保有している登録特許件数 件数(対数) 1444 133.99 419.79 1 7387

特許侵害警告件数
特許侵害に対し国内企業が国内企業を警
告した件数の産業別の合計件数

件数 1444 60.14 45.76 1 151

技術の多様性
１－産業毎の出願分野別特許件数による
ハーフィンダール指数

― 1444 0.79 0.11 0.38 0.916



表４　変数間の相関係数

a b c d e f g h i

a 片務的ライセンス件数 1.00

b クロスライセンス件数 0.44 1.00

c パテントプール件数 0.08 0.01 1.00

d 従業員数(研究従事者除く) 0.32 0.15 0.07 1.00

e 従業員数 0.33 0.16 0.07 0.99 1.00

f 自社未実施特許比率 0.10 0.12 0.04 0.22 0.23 1.00

g 保有特許件数 0.58 0.32 0.03 0.69 0.72 0.22 1.00

h 特許侵害警告件数 -0.05 0.03 0.00 -0.06 -0.07 -0.05 -0.02 1.00

i 技術の多様性 -0.02 0.03 0.02 -0.10 -0.11 -0.14 -0.07 0.44 1.00



表５　片務的ライセンスの決定要因：全製造業（負の二項モデル）

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

従業員数(研究従事者数を除く)
-0.166

*
-0.262

***
-0.199

**
-0.275

***
-0.380

***

(0.085) (0.085) (0.082) (0.082) (0.086)

従業員数（総数）
-0.303

***

(0.090)

特許侵害警告件数
-0.459

***

(0.097)

技術の多様性
-1.217
(0.929)

警告件数×技術の多様性
-0.426

***
-0.439

***

(0.093) (0.092)

自社未実施特許比率
1.770

***
1.558

***
1.673

***
1.505

***
1.474

***
1.228

***

(0.310) (0.299) (0.302) (0.292) (0.293) (0.276)

保有特許件数
1.031*** 1.104

***
1.055

***
1.115

***
1.140

***
1.274

***

(0.088) (0.085) (0.082) (0.080) (0.087) (0.080)

定数項
-4.366*** -2.316

***
-3.270

***
-2.697

***
-2.537

***
-2.818

***

(0.337) (0.509) (0.860) (0.453) (0.477) (0.480)

産業ダミー Yes

過剰分散テスト（χ
2
統計量） 7163.27

***
6480.27

***
7132.36

***
6644.06

***
6619.10

***
5204.86

***

サンプル数 1444 1444 1444 1444 1444 1444

対数尤度 -1277.74 -1267.49 -1276.38 -1267.92 -1267.64 -1245.47

Pseudo R
2 0.16 0.17 0.16 0.16 0.16 0.18

注1） 被説明変数は、片務的ライセンス契約の対象となった保有特許件数を企業ごとに集計した値である。

注2） 括弧内はGLS推定による標準誤差である。

注3） *有意水準10％、**有意水準5％、***有意水準1％である。



表６　クロスライセンス・パテントプールの決定要因：全製造業（負の二項モデル）

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

クロスライセンス クロスライセンス+パテントプール

従業員数(研究従事者除く) -0.112 -0.064 -0.078 -0.053 -0.004 -0.065 -0.06
(0.106) (0.107) (0.104) (0.105) (0.091) (0.099) (0.092)

特許侵害警告件数
0.352

***

(0.130)

技術の多様性
3.557

***

(1.222)

警告件数×技術の多様性
0.409

***
0.345

***

(0.130) (0.124)

自社未実施特許比率
2.718

***
2.757

***
2.716

***
2.753

***
2.708

***
2.613

***
2.470

***

(0.438) (0.450) (0.429) (0.447) (0.410) (0.433) (0.399)

保有特許件数
0.854

***
0.810

***
0.831

***
0.804

***
0.803

***
0.791

***
0.833

***

(0.100) (0.096) (0.097) (0.094) (0.096) (0.091) (0.094)

定数項
-4.358

***
-5.867

***
-7.360

***
-5.845

***
-5.225

***
-5.382

***
-4.802

***

(0.431) (0.759) (1.168) (0.698) (0.672) (0.636) (0.647)

産業ダミー Yes Yes

過剰分散テスト（χ2統計量） 8275.71
***

8204.14
***

8091.88
***

8143.17
***

7135.24
***

8183.19
***

7231.38
***

サンプル数 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444

対数尤度 -935.49 -932.97 -932.06 -931.85 -918 -988.02 -974.03

Pseudo R
2 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.10

注1) 被説明変数は、クロス・ライセンスのみ、あるいはクロスライセンスおよびパテントプールにおいて、契約対象となった保有特許件数を企業ごとに集計した値である。

注3) 括弧内はGLS推定による標準誤差である。

注4) *有意水準10％、**有意水準5％、***有意水準1％である。



表７　クロスライセンス・パテントプールの決定要因：電気機械器具産業を除く製造業（負の二項モデル）

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

クロスライセンス クロスライセンス+パテントプール

従業員数(研究従事者除く) -0.17 -0.104 -0.133 -0.092 -0.062 -0.102 -0.114
(0.108) (0.108) (0.105) (0.106) (0.096) (0.099) (0.096)

特許侵害警告件数
0.412

***

(0.149)

技術の多様性
3.370

***

(1.213)

警告件数×技術の多様性
0.472

***
0.401

***

(0.148) (0.142)

自社未実施特許比率
2.545

***
2.665

***
2.552

***
2.658

***
2.501

***
2.500

***
2.258

***

(0.480) (0.487) (0.467) (0.483) (0.439) (0.467) (0.424)

保有特許件数
0.870

***
0.819

***
0.849

***
0.814

***
0.822

***
0.797

***
0.851

***

(0.103) (0.096) (0.099) (0.094) (0.100) (0.091) (0.097)

定数項
-4.052

***
-5.820

***
-6.899

***
-5.767

***
-4.815

***
-5.279

***
-4.400

***

(0.447) (0.824) (1.151) (0.756) (0.683) (0.678) (0.656)

産業ダミー Yes Yes

過剰分散テスト（χ2統計量） 7030.56
***

6995.44
***

6881.18
***

6937.68
***

5947.32
***

6970.49
***

6036.61
***

サンプル数 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256

対数尤度 -782.41 -780.14 -779.41 -778.98 -765.74 -830.34 -816.65

Pseudo R
2 0.09 0.09 0.09 0.09 0.11 0.09 0.10

注1) 被説明変数は、クロス・ライセンスのみ、あるいはクロスライセンスおよびパテントプールにおいて、契約対象となった保有特許件数を企業ごとに集計した値である。

注2) 括弧内はGLS推定による標準誤差である。

注3) *有意水準10％、**有意水準5％、***有意水準1％である。



表８　クロスライセンス・パテントプールの決定要因：電気機械器具産業と医薬品産業（負の二項モデル）

(21) (22) (23) (24) (25)

電気機械器具産業 医薬品産業

片務的ライセンス クロスライセンス
クロスライセンス
＋パテントプール

片務的ライセンス クロスライセンス

従業員数(研究従事者除く)
-0.612

***
0.737

***
0.723

***
0.270 -1.368

***

(0.192) (0.272) (0.272) (0.283) (0.306)

自社未実施特許比率
1.715

**
4.413

***
4.388

***
-0.606 -1.617

(0.704) (1.084) (1.078) (1.348) (2.213)

保有特許件数
1.521

***
0.511

*
0.532

*
0.645

**
1.314

***

(0.206) (0.277) (0.277) (0.278) (0.415)

定数項
-4.659

***
-8.613

***
-8.573

***
-3.271

**
2.011

(0.741) (1.214) (1.209) (1.350) (1.763)

過剰分散テスト（χ
2
統計量） 337.62

***
1174.14

***
1182.41

***
202.97

*** 21.73

サンプル数 188 188 188 57 57

対数尤度 -132.86 -150.19 -154.81 -81.55 -16.67

Pseudo R
2 0.18 0.09 0.09 0.08 0.25

注1) 被説明変数は、片務的ライセンス、クロス・ライセンス、あるいはクロスライセンスおよびパテントプールの契約対象となった保有特許件数を企業ごとに集計した値である。

注2) (21)～(23)式は電気機械器具産業、(24)(25)式は医薬品産業に属する企業が推計の対象である。

注3) 医薬品産業におけるパテントプールの件数はゼロであるため、(25)式ではクロスライセンスの契約対象となった特許件数のみとなっている。

注4) 括弧内はGLS推定による標準誤差である。

注5) *有意水準10％、**有意水準5％、***有意水準1％である。



付表１　片務的ライセンスの決定要因（ゼロ強調負の二項モデル）

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

従業員数(研究従事者数を除
-0.166

**
-0.262

***
-0.190

***
-0.275

***
-0.385

***

(0.069)
く

(0.073) (0.072) (0.074) (0.083)

従業員数（総数）
-0.303

***

(0.079)

特許侵害警告件数
-0.459

***

(0.103)

技術の多様性
-1.076
(0.740)

警告件数×技術の多様性
-0.426

***
-0.439

***

(0.097) (0.097)

自社未実施特許比率
1.770

***
1.558

***
1.694

***
1.505

***
1.474

***
1.219

***

(0.340) (0.340) (0.344) (0.342) (0.343) (0.351)

保有特許件数
1.031

***
1.104

***
1.049

***
1.115

***
1.140

***
1.277

***

(0.072) (0.075) (0.074) (0.076) (0.080) (0.088)

定数項
-4.366

***
-2.316

***
-3.418

***
-2.697

***
-2.537

***
-2.786

***

(0.318) (0.548) (0.735) (0.484) (0.503) (0.495)

産業ダミー Yes

Vuongテスト（z統計量） -0.11 0.71 -0.19 0.39 -0.24 0.00

サンプル数 1444 1444 1444 1444 1444 1444

対数尤度 -1277.74 -1267.49 -1276.4 -1267.92 -1267.64 -1245.47

注1） 被説明変数は、片務的ライセンス契約の対象となった保有特許件数を企業ごとに集計した値である。

注2） 定数項でインフレートしている。

注3） *有意水準10％、**有意水準5％、***有意水準1％である。



付表２　クロスライセンス・パテントプールの決定要因（ゼロ強調負の二項モデル）

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

クロスライセンス クロスライセンス+パテントプール

従業員数(研究従事者除く) -0.112 -0.064 -0.082 -0.053 -0.019 -0.065 -0.068
(0.118) (0.118) (0.117) (0.117) (0.115) (0.110) (0.109)

特許侵害警告件数
0.352

**

(0.154)

技術の多様性
3.601

***

(1.284)

警告件数×技術の多様性
0.409

***
0.345

**

(0.149) (0.141)

自社未実施特許比率
2.718

***
2.757

***
2.720

***
2.753

***
2.694

***
2.613

***
2.452

***

(0.559) (0.539) (0.544) (0.534) (0.547) (0.512) (0.528)

保有特許件数
0.854

***
0.810

***
0.835

***
0.804

***
0.792

***
0.791

***
0.828

***

(0.103) (0.102) (0.102) (0.101) (0.103) (0.096) (0.101)

定数項
-4.359

***
-5.868

***
-7.388

***
-5.845

***
-4.409

***
-5.382

***
-4.307

***

(0.559) (0.869) (1.234) (0.779) (0.995) (0.714) (1.041)

産業ダミー Yes Yes

Vuongテスト（z統計量） -0.5 0.07 -0.19 -0.06 0.35 0.07 0.16

サンプル数 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444

対数尤度 -935.49 -932.97 -932.06 -931.85 -917.53 -988.02 -973.88

注1) 被説明変数は、クロス・ライセンスのみ、あるいはクロスライセンスおよびパテントプールにおいて、契約対象となった保有特許件数を企業ごとに集計した値である。

注2） 定数項でインフレートしている。

注3) *有意水準10％、**有意水準5％、***有意水準1％である。



付表３　クロスライセンス・パテントプールの決定要因：電気機械器具産業を除く（ゼロ強調負の二項モデル）

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

クロスライセンス クロスライセンス+パテントプール

従業員数(研究従事者除く) -0.17 -0.104 -0.133 -0.092 -0.088 -0.102 -0.129
(0.122) (0.126) (0.121) (0.125) (0.117) (0.116) (0.111)

特許侵害警告件数
0.412

**

(0.188)

技術の多様性
3.370

***

(1.307)

警告件数×技術の多様性
0.472

***
0.401

**

(0.176) (0.165)

自社未実施特許比率
2.545

***
2.665

***
2.552

***
2.658

***
2.456

***
2.500

***
2.210

***

(0.580) (0.568) (0.567) (0.562) (0.559) (0.535) (0.541)

保有特許件数
0.870

***
0.819

***
0.849

***
0.814

***
0.817

***
0.797

***
0.848

***

(0.106) (0.107) (0.105) (0.106) (0.104) (0.100) (0.102)

定数項
-4.052

***
-5.820

***
-6.899

***
-5.767

***
-3.685

***
-5.279

***
-3.612

***

(0.576) (0.998) (1.259) (0.866) (0.941) (0.787) (0.958)

産業ダミー Yes Yes

Vuongテスト（z統計量） -0.07 0.55 0.12 -0.07 0.52 0.02 0.29

サンプル数 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256

対数尤度 -782.41 -780.14 -779.41 -778.98 -764.71 -830.34 -816.22

注1) 被説明変数は、クロス・ライセンスのみ、あるいはクロスライセンスおよびパテントプールにおいて、契約対象となった保有特許件数を企業ごとに集計した値である。

注2） 定数項でインフレートしている。

注3) *有意水準10％、**有意水準5％、***有意水準1％である。



付表４　クロスライセンス・パテントプールの決定要因：電気機械器具産業と医薬品産業（ゼロ強調負の二項モデル）

(21) (22) (23) (24) (25)

電気機械器具産業 医薬品産業

片務的ライセンス クロスライセンス
クロスライセンス
＋パテントプール

片務的ライセンス クロスライセンス

従業員数(研究従事者除く)
0.737 0.737 0.723 0.270 -1.341

***

(0.477) (0.477) (0.466) (0.339) (0.426)

自社未実施特許比率
0.511 4.413

**
4.388

**
-0.606 -1.975

(0.413) (1.859) (1.830) (1.530) (3.317)

保有特許件数
4.413

**
0.511 0.532 0.645

**
1.357

*

(1.859) (0.413) (0.404) (0.324) (0.702)

定数項
-8.614

***
-8.614

***
-8.574

***
-3.271

*
2.111

(2.422) (2.422) (2.376) (1.790) (1.717)

Vuongテスト（z統計量） -0.00 -0.00 -0.00 2.19
** 0.03

サンプル数 188 188 188 57 57

対数尤度 -150.19 -150.19 -154.81 -81.55 -16.66

注1) 被説明変数は、クロス・ライセンス、あるいはクロスライセンスおよびパテントプールの契約対象となった保有特許件数を企業ごとに集計した値である。

注2) (21)～(23)式は電気機械器具産業、(24)(25)式は医薬品産業に属する企業が推計の対象である。

注3) 医薬品産業におけるパテントプールの件数はゼロであるため、(25)式ではクロスライセンスの契約対象となった特許件数のみとなっている。

注4） 定数項でインフレートしている。

注5) *有意水準10％、**有意水準5％、***有意水準1％である。


